
平成２６年 ７月１６日

国土交通省 鹿児島国道事務所

国道１０号霧島市福山町佳例川地区を
します。終日片側交互通行

国土交通省鹿児島国道事務所が管理する国道１０号霧島市福山町佳例川地区にお
いて、カーブ区間の線形改良を行い、通行車両の安全・快適な走行空間確保する道
路工事のため、下記のとおり終日片側交互通行を実施します。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

記

１．場 所：国道１０号霧島市福山町佳例川地区

２．規制内容：片側交互通行（終日）

３．工事内容：道路工事（視距改良事業）

４．工事期間：平成２６年７月２５日～平成２６年８月２６日

※作業の実施内容によって変更となる可能性があります。
※お盆を含む８月１２日（火）２２時～平成２６年８月１８日（月）９時は工
事を中止し、全面解放致します。

《問い合わせ先》
■ 国土交通省 鹿児島国道事務所

技術副所長 日名子 信広 （内線：２０４）
ひ な ご の ぶ ひ ろ

交通対策課長 渡辺 政己 （内線：４７１）
わたなべ まさみ

ＴＥＬ０９９－２１６－３１１１（代表）
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